
２０２４年４月１７日 

 

訂正公告 
 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役 理事 

 

２０２４年３月７日付の公告「気候変動対策支援業務（Climate-FIT による主流化）

（2024-2025 年度）」（調達管理番号 23a00879）に関し、以下の通り公告内容の一部を

変更します。 

 

 

記 

 

 

入札説明書８ページ「１６.落札者の決定方法（２）評価配点、（３）評価方法」につ

いて、下記のとおり訂正します。（訂正箇所は下線部のとおり） 

 

１６．落札者の決定方法 

（２）評価配点 

   評価は３００点満点とし、 

   技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ 

   技術点２００点 

   価格点１００点 

   とします。 

 

（３）評価方法 

１）技術評価 

「第３ 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載さ

れた配点を上限として、以下の基準により評価（小数点以下第三位を四捨

五入します）し、合計点を技術評価点とします。 

当該項目の評価 評価点 

当該項目については優れており、適切な業務の履行

が十分期待できるレベルにある。 
８０％以上 



当該項目については、一般的な水準に達しており、業

務の履行が十分できるレベルにある。 

８０％未満 

６０％以上 

当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が

困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価

によっては、全体業務は可能と判断されるレベルに

ある。 

６０％未満 

４０％以上 

当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の

提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項

目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われ

るレベルにある。 

４０％未満 

 

なお、技術評価点が６０％、つまり２００点満点中１２０点（「基準点」と

いう。）を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「１０．

技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であるこ

とが通知され、入札会には参加できません。 

また、WLB 等推進企業（女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青

少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計

画策定企業）への評価については、「第３ 技術提案書の作成要領 ２.技

術提案書作成にあたっての留意事項（２）」をご参照ください。 

 

 

 

以上 


